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■第１部　送検事例と労働災害

１　Ａ社が請け負った外装工事は、ビルの塗装と

痛んだ部分の改修などを行うもので、まず、ビ

ルの周囲に足場を組んでから外装工事は始めら

れた。

２　災害発生当日は、Ａ社から職長とＸを含めた

作業員６人の計７人が、午前８時頃に現場に集

まり作業を開始した。当日の作業内容は、外装

工事を終えたビル前面部分の足場の解体作業で

あった。この足場の解体作業には、高さが５m

以上であったため「足場の組立て等作業主任者」

の選任が必要であったが、Ａ社でこの作業主任

者の資格を持っているのは社長だけであり、こ

の日、社長は他の現場に行っていたため、作業

主任者未選任の状態であった。

３　災害発生当日に解体していたビル前面部分の

足場は、人通りが多い道路に面しており、通行

の妨げになるため、早く足場の解体を行うよう

警察から要請があった。そのため、外装工事を

ビル前面から取りかかったという経緯があり、

他の３面の外装工事は終わっていなかったの

で、その部分の足場はそのままであった。

４　足場の解体方法は、３人の作業員が、縦にな

るような形で各階に分かれ、上から下へと解体

した足場の資材を手渡しで下に下ろすという作

業を繰り返した。このときＸは真ん中部分で作

業に当たっており、保護帽は被っていたが、安

全帯は身につけてはいなかった。また、その他

の作業員はビルの前面以外の外装工事を行って

いた。

５　そして午前10時頃、足場の解体作業を５階部

分まで終え、４階、３階、２階に分かれて作業

を行っていたときにＸは３階付近の足場床から

墜落、いったん朝顔の端に当たってから道路へ

と墜落した。Ｘは病院に運ばれたが、全身打撲、

右膝複雑骨折などの重傷を負った。

６　目撃者がいなかったことや、労働基準監督署

が調査を行ったときにはすでに足場が解体され

ていたため、Ｘが足場のどの部分からどのよう

にして墜落したのかは確定できないが、足場の

外側へ墜落していることから、手すりか足場板

のどちらかがなかった部分から墜落したものと

推測される。

足場の解体作業に当たっては、手すりや足場板

を外していくため墜落の危険が伴う。そのため

１　９階建てマンション（高さ約27m）の外装工事現場で、外部足場の解体作業中に、高

さ約10mの３階付近の足場作業床上で、解体した足場の資材を下ろしていた作業員が道

路上に墜落し、重傷を負うという災害が発生した。

２　被災者は、この工事を請け負った従業員10人のＡ社の作業員Ｘ（23才、経験年数約３

年）。

３　工事の工期は、約40日で、災害は工期半ば付近で発生。
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●第２章　送検事例と災害防止対策

作業主任者が作業の進行状況や安全帯の使用状

況などを監視しながら作業を進めることが必要

であるが、本件では作業主任者未選任で足場の

解体作業を行っていた。

所轄の労働基準監督署は以下のとおり書類送検

した。

■Ａ社とＡ社社長

・安衛法第14条

・安衛令第６条（作業主任者を選任すべき作業）

←９階建ビル 

←朝顔 

27m

10m

Ｙ 

Ｘ 

Ｚ 

災害防止対策 

１　足場の解体作業は、手すりや足場板を外していくため墜落の危険が伴うわけであり、「足場の組立て

等作業主任者」を選任し、作業状況に応じた作業指揮を行わせる。

２　足場の組立て、解体又は変更の作業は、潜在危険が多く予測できることより、現物現場での危険予知

（KY）活動を活発化する。

高さ５m以上の構造の足場の組立て、解体または変更の作業は、「足場の組
立て等作業主任者」を選任し、その作業指揮の下、墜落危険を撲滅しよう！

災害発生状況図

「足場の設置・解体を専業で行っているのであ

れば、作業主任者の選任は必要であった。Ａ社

では、通常、２、３の現場を掛け持ちしており、

社長が必ず現場に行けるとは限らない状況であ

り、社員に作業主任者の資格を取らせて作業に

当たらせるべきであった」

労働基準監督官のコメント被疑者と違反条文 

ポポ イイ

ンン トト

第15号

・安衛則第565条（足場の組立て等作業主任者の

選任）

24の送検事例を災害の型別に分類し、詳細を掲載！　  安全衛生教育ツールとして最適です！ 
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